

［附属書Ⅰ］
業務仕様書

第１章　業務

第１条　総則
この仕様書は、独立行政法人国際協力機構（以下「発注者」という。）が発注する業務実施契約（現地滞在型）により実施する「＜対象国名＞＜業務名称＞」に係る業務の仕様を示すものである。

（業務の背景）
第２条　
　＜公示の「業務の背景」から転記。ただし必要に応じ修正。＞

（業務の内容）
第３条　
　＜公示の「業務の内容」から転記。ただし必要に応じ修正。＞

（業務提出物）
第４条
　＜公示の「提出を求める報告書等」から転記。ただし必要に応じ修正。＞
【例】
	報告書名
	提出時期
	提出先
	部数
	言語
	形態

	ワーク・プラン
	渡航後●か月以内
	JICA業務主管部
（CC：JICA在外事務所）
	－
	英語
	電子データ

	
	
	
	－
	日本語
	電子データ

	
	
	C/P機関
	－
	英語
	電子データ

	3か月報告書
	3か月ごと（渡航後2か月を起点）
	JICA国際協力調達部
（CC：業務主管部）
	－
	日本語
	電子データ

	業務進捗報告書
	渡航後6か月ごと
	JICA国際協力調達部
（CC:業務主管部、JICA在外務所）
	－
	日本語
	電子データ

	業務完了報告書

	履行期限末日
	JICA業務主管部
（CC:国際協力調達部、JICA在外務所）
	－

	日本語

	電子データ




（業務従事人月）
第５条
　＜公示の「業務人月」から転記。ただし必要に応じ修正。＞
　業務人月　○.○○人月

（業務従事者）
第６条
（１）担当業務：
（２）格付：


第２章　契約実施上の留意点

（打合簿の作成）
第７条　監督職員の指示、承諾、協議及び確認は、その内容を打合簿（発注者指定様式）に記録し、業務従事者と監督職員がそれぞれ一部ずつ保管するものとする。

（業務関連ガイドライン）
第８条　業務の実施に当たっては、受注者は以下の各号に示す当機構のガイドラインを踏まえるものとする。
（１）業務実施契約（現地滞在型）の経理処理・契約管理ガイドライン
（２）コンサルタント等契約における報告書の印刷・電子媒体に関するガイドライン

（提出書類）
第９条　業務の状況・進捗等を確認するため、受注者は、以下の書類を作成し、発注者に提出することとする。ただし、これらの書類については発注者に確認の上、その一部の提出を省略することができる。
（１）現地受入確認のための資料（業務従事者及び帯同家族の氏名、当初の現地業務日程等。最初の現地業務に先立って外国語にて作成し、提出。）

（安全対策）
第10条　海外での業務の安全確保を目的として、業務従事者は、以下の安全対策を講じるものとする。
（１）業務従事者自身（帯同家族を含む）に対して、必要な海外旅行保険を付保する。
（２）契約約款第10条第2項に規定する緊急連絡網に、上述の保険付保状況（緊急移送サービスの付保状況を含む。）を記載する。
（３）業務従事者（帯同家族を含む）が3ヵ月以上業務実施対象国・地域に滞在する場合には、在留届を当該国・地域の在外公館に提出する。
（４）渡航前及び渡航中、業務従事者自身及び帯同家族分も含め、海外渡航管理システムへの渡航及び滞在先情報に関する入力及び更新を徹底する。
（５）現地への渡航に先立ち、発注者が発注者のウェブサイト（「JICA安全対策研修・実技訓練について」）上で提供する安全対策研修を受講する。
（６）現地への渡航に先立ち、発注者が提供するJICA安全対策措置（渡航措置及び行動規範）の遵守を徹底する。また、発注者より、同措置の改定の連絡があった場合は、改定後の同措置の遵守を徹底する。
（７）現地の発注者の拠点に対して、業務従事者の連絡先・渡航情報を通知する。
（８）有事においてJICA関係者の国内避難・国外退避が生じた場合、発注者による指示の遵守を徹底する。

（相互の便宜供与）
第11条　受注者は、業務に関係して発注者が実施する視察、調査、情報収集、評価、広報活動、統計整理等の業務に関し、実務的に可能な範囲内で、発注者又は発注者が指定する関係者に対し、便宜を供与することとする。
２　発注者は、受注者が契約上実施する業務に関連し、発注者が実施することが明らかに効率的である便宜等に関し、実務的に可能な範囲内で、受注者の依頼を受け、受注者に対し、かかる便宜を供与することとする。
３　受注者は、業務の実施に必要な場合、「国際協力機構の名称及びJICAロゴ入り名刺作成マニュアル」に基づき、国際協力機構の名称及びロゴを用いた名刺を作成・使用することができる。

（物品・機材の貸与にかかる手続き）
第12条　業務の実施に必要な物品・機材は受注者がこれを用意することとするが、発注者は、その判断により、一部物品・機材については、これを受注者に業務実施期間中無償で貸与する。
２　受注者は、前項に規定する機材を善良な管理者の注意をもって保管、使用するものとし、貸与物品リストを作成してこれを管理することとする。
３　受注者は、業務実施期間中に自己の故意又は過失により、物品・機材を滅失又はき損したときは、発注者の指定した期間内に発注者の指示するところに従い、これと同等品を代替品として返還し、若しくは原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。
４　受注者は、業務を完了したときは、第1項に定める物品・機材を発注者に返還する。ただし、当該物品・機材の取扱いについて、発注者より別途指示がある場合には、それに従うものとする。

（一般業務費等管理者）
第13条　発注者は、頭書に定める対象国において業務の実施に必要な経費であって契約金額に含まれていない車輌借上費等の一般業務費等（以下「一般業務費等」という。）のうち発注者が必要と認める概算経費について、発注者又は在外事務所長を通じ、業務従事者に交付することができる。
２　業務従事者は、交付を受けた概算経費について、発注者の定める手続きに従い管理し、精算し、かつ当該経費を交付した者に遅滞なく報告するものとする。

（航空賃の取扱い）
第14条　受注者は、航空券の手配に当たっては、附属書Ⅱ「契約金額内訳書」に記された額を上限としつつも、業務実施上の必要による経路の変更、予約の変更等の必要な緊急時の対応も考慮しつつ、航空会社が設定する最も安価な航空券（正規割引運賃）又はこれに類する航空券の利用を行うなど、より効率的であるとともに経済的な航空券の手配に努めることとする。

（緊急時の移送費等）
第15条　業務従事者（帯同家族を含む）が現地業務従事期間に疾病又は負傷等の理由により、現地において緊急の治療又は移送等の対応が必要になった場合、発注者は治療、移送等の手配に関し便宜を図ることとするが、治療費又は緊急移送費については受注者がこれを負担することとする。
２　前項の負担を担保するため、受注者は緊急移送サービスにかかる保険を付保することとする。

（臨時会計役としての委嘱）
第16条　発注者は、業務従事者に対し、独立行政法人国際協力機構会計規程に基づく臨時会計役を委嘱することがある。この場合、当該委嘱を受けた者には独立行政法人国際協力機構会計規程の適用があるものとし、受注者は業務従事者に同規程を遵守させなければならない。
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